
申請を行う保護者の□欄にチェックをしてください。

※通知カード廃止に伴い、令和2年5月25日以降に転入・転居した場合や、
　現在の住所氏名等と記載事項が相違している場合は不可。

申請を行う保護者の本人確認書類が必要です。なお、申請者以外は記載のみで、確認書類は不要です。

№４



　通知カード廃止に伴う経過措置として、現在の住所氏名等と記載内容が一致していれば、引き続き番号確
認書類として使用できます。令和2年5月25日以降に転入・転居した場合や、それ以前の転入等であっても、
住所氏名等記載事項の変更手続きを取らなかった場合はご使用いただけません。なお、個人番号通知書は確
認書類として使用できません。


